
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料７



水循環基本法における水循環基本計画等の動きについて 

 

 

１.水循環基本法に基づき水循環政策本部が設置 

（水循環基本法：H26.4 公布、H26.7 施行） 

 

２.構成員 

本部長：内閣総理大臣 

副本部長：内閣官房長官、水循環政策担当大臣（太田国土交通大臣） 

本部員：本部長、副本部長以外の全ての国務大臣 

※なお、全府省から構成する局長級の幹事会をあわせて立ち上げ 

 

３.今年度の動向 

・４ 月 ２ 日 水循環基本法が公布 

・５月 20 日 水循環政策担当大臣に太田国土交通大臣が任命される 

・７ 月 １ 日 水循環基本法の施行 

水循環政策本部設置及び本部事務局の設置 

・７月 18 日 第 1 回本部会合開催 

・８ 月 １ 日 水の日、関連行事の実施 

・10 月 10 日 水循環政策本部幹事会（局長級）開催 

（水循環基本計画の骨子の決定・公表） 

・10 月 20 日 環境省 中央環境審議会 水環境部会にて意見聴取 

・10～12 月 有識者意見聴取① 

・１ ～ ２ 月 水循環基本計画の原案作成、有識者意見聴取② 

・H27 夏までのできる限り早い時期水循環基本計画の閣議決定 
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事 務 連 絡  
平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ６ 日  

  
尾張地域水循環再生地域協議会 
各 構 成 員 様 

                         水 地 盤 環 境 課 長 
（水循環再生地域協議会事務局） 

 
水循環基本法に係る官民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」への

参加について（協力依頼） 
 
 日頃より水循環の再生について御理解・御協力いただきありがとうございます。 
 さて、このたび環境省において、平成２６年４月２日に公布された「水循環基本法」(同
年７月１日施行)に基づき、広く国民に対して、健全な水循環の維持又は回復のための取組

の促進と国民の意識の醸成を図るための情報発信等を促進することを目的とした官民連携

プロジェクト「ウォータープロジェクト」が発足され、別添のとおり環境省水･大気環境局

水環境課長より協力依頼がありましたので、当プロジェクトへの積極的な参加と啓発等に

御協力お願いします。 
また併せて、関係部署・関係団体等へ周知をお願いします。 
 
＜御協力頂きたい事項＞ 
１．当プロジェクトへの参加 
２．関係部署、関係団体等への周知 
３．その他、当プロジェクトの周知 

 
 
 

担 当：愛知県環境部水地盤環境課 
調査・計画グループ （岡田、高橋） 
（尾張地域水循環再生地域協議会事務局） 

電 話：０５２－９５４－６２２１(ダイヤルイン) 

F A X ：０５２－９６１－４０２５ 

電子メール： mizu@pref.aichi.lg.jp 
 

  



事 務 連 絡  
平成２７年１月２７日  

  
西三河地域水循環再生地域協議会 
各 構 成 員 様 

                         水 地 盤 環 境 課 長 
（水循環再生地域協議会事務局） 

 
水循環基本法に係る官民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」への

参加について（協力依頼） 
 
 日頃より水循環の再生について御理解・御協力いただきありがとうございます。 
 さて、このたび環境省において、平成２６年４月２日に公布された「水循環基本法」(同
年７月１日施行)に基づき、広く国民に対して、健全な水循環の維持又は回復のための取組

の促進と国民の意識の醸成を図るための情報発信等を促進することを目的とした官民連携

プロジェクト「ウォータープロジェクト」が発足され、別添のとおり環境省水･大気環境局

水環境課長より協力依頼がありましたので、当プロジェクトへの積極的な参加と啓発等に

御協力お願いします。 
また併せて、関係部署・関係団体等へ周知をお願いします。 
 
＜御協力頂きたい事項＞ 
１．当プロジェクトへの参加 
２．関係部署、関係団体等への周知 
３．その他、当プロジェクトの周知 

 
 
 

担 当：愛知県環境部水地盤環境課 
調査・計画グループ （岡田、高橋） 
（西三河地域水循環再生地域協議会事務局） 

電 話：０５２－９５４－６２２１(ダイヤルイン) 

F A X ：０５２－９６１－４０２５ 

電子メール： mizu@pref.aichi.lg.jp 
 

  



事 務 連 絡  
平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ３ 日  

  
東三河地域水循環再生地域協議会 
各 構 成 員 様 

                         水 地 盤 環 境 課 長 
（水循環再生地域協議会事務局） 

 
水循環基本法に係る官民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」への

参加について（協力依頼） 
 
 日頃より水循環の再生について御理解・御協力いただきありがとうございます。 
 さて、このたび環境省において、平成２６年４月２日に公布された「水循環基本法」(同
年７月１日施行)に基づき、広く国民に対して、健全な水循環の維持又は回復のための取組

の促進と国民の意識の醸成を図るための情報発信等を促進することを目的とした官民連携

プロジェクト「ウォータープロジェクト」が発足され、別添のとおり環境省水･大気環境局

水環境課長より協力依頼がありましたので、当プロジェクトへの積極的な参加と啓発等に

御協力お願いします。 
また併せて、関係部署・関係団体等へ周知をお願いします。 
 
＜御協力頂きたい事項＞ 
１．当プロジェクトへの参加 
２．関係部署、関係団体等への周知 
３．その他、当プロジェクトの周知 

 
 
 

担 当：愛知県環境部水地盤環境課 
調査・計画グループ （岡田、高橋） 
（東三河地域水循環再生地域協議会事務局） 

電 話：０５２－９５４－６２２１(ダイヤルイン) 

F A X ：０５２－９６１－４０２５ 

電子メール： mizu@pref.aichi.lg.jp 
 

 


























